




















「翌事業年度の事業計画書」

令和７年度の事業計画書

令和７年 ４月 １日 から 令和８年 ３月 ３１日 まで

特定非営利活動法人kurasu

１ 事業実施の方針

介護保険事業を安定させ、透析患者も受け入れ出来る施設を作る。

２ 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事 業 名

(定款に記載し

た事業)

具体的な事業内容

(A)当該事業の

実施予定日時

(B)当該事業の

実施予定場所

(C)従事者の

予定人数

(D)受益対象

者の範囲

(E)予定人数

事業費の

予算額

（単位：千

円）

居宅介護支援

事業

・要介護者のケアプラン作成

・地域の高齢者の相談

・地域ケア会議の出席

・介護保険申請代行

(A) 月～金

8:３０～17:30

(B)大館市、鹿角市、

北秋田市、小坂町

(C)3名

(D)要介護者

(E)90人

20,000

介護保険法に

基づく地域

密着型サー

ビス事業（通

所介護）

・利用者の送迎

・入浴介助

・難しくなった部分の介助

・レクリエーションや機能訓練、

アクティビティの実地

(A)月～土

(B)大館市

(C)13名（兼務）

(D)要介護者

(E)50人

40,000

介護保険法に

基づく地域

密着型予防

サービス事

業

・利用者の送迎

・入浴介助

・難しくなった部分の介助

・レクリエーションや機能訓練、

アクティビティの実地

(A)月～土

(B)大館市

(C)13名（兼務）

(D)要支援者

(E)20人

7,000



介護保険法に

基づく第1号通

所事業（通所介

護）

・利用者の送迎

・入浴介助

・難しくなった部分の介助

・レクリエーションや機能訓練、

アクティビティの実地

(A)月～土

(B)大館市

(C)13名（兼務）

(D)総合事業対

象者

(E)15人

500

介護保険法に

基づく居宅サ

ービス事業

（訪問介護）

・掃除、洗濯、買い物などの生活

援助

・外出付き添い、入浴介助、排泄

介助などの身体介護

(A) 年中無休

24時間対応

(B)大館市

(C)11名（兼務）

(D)要介護者

(E)60人

55,000

介護保険法に

基づく介護予

防サービス事

業

（訪問介護）

・掃除、洗濯、買い物などの生活

援助

・外出付き添い、入浴介助、排泄

介助などの身体介護

(A)年中無休

24時間対応

(B)大館市

(C)11名（兼務）

(D)要支援者

(E)30人

8,000

介護保険法に

基づく第1号訪

問事業

（訪問介護）

・掃除、洗濯、買い物などの生活

援助

・外出付き添い、入浴介助、排泄

介助などの身体介護

(A)年中無休

24時間対応

(B)大館市

(C)11名（兼務）

(D)総合事業対

象者

(E)5人

500

有料老人ホー

ム、サービス付

き高齢者住宅

の運営事業

・有料老人ホームの運営

・入居者様へ食事の提供

・生活相談

(A)年中無休

(B)大館市

(C)５名

(D)入居者

(E)25人

4,500

その他前条各

号に掲げる目

的を達成する

ために必要な

事業

・買い物移動支援サービス (A)月1回

(B)大館市

(C)１名

(D)十二所地域

移動困難者

(E)５人

200

介護保険法に

基づく居宅サ

ービス事業

（訪問看護）

・清潔、栄養管理、排泄管理及び

ケア

・バイタルチェック

・病院、医師との連携

・リハビリテーション

(A)月～土

(B)大館市、鹿角市、

小坂町、北秋田市

(C)4名

(D)要介護者

(E)10人

15,000

有料老人ホー

ム、サービス付

高齢者住宅の

運営事業

・有料老人ホームの運営

・食事の提供

・生活相談

(A)年中無休

(B)大館市

(C)５名

(D)入居者

(E)20人

2,000






